
岡山市訓令甲第３４号 

庁 中 一 般 

出 先 機 関 一 般 

 岡山市委託業務監督規程を次のように定める。 

  平成２８年 ３ 月２９日 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

    

岡山市委託業務監督規程 

（趣旨） 

第１条  この訓令は，本市が発注する建設コンサルタント業務等（測量業務，建築関係建

設コンサルタント業務，土木関係建設コンサルタント業務，地質調査業務及び補償関係

コンサルタント業務をいう。以下「委託業務」という。）の委託契約（以下「契約」と

いう。）について，その適正な履行を確保するため，岡山市契約規則（平成元年市規則

第６３号。以下「契約規則」という。）に規定する監督員の設置及びその事務処理につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（委託業務監督員の設置等） 

第２条 委託業務に係る事務を担当する課（支所にあっては，産業建設課をいう。以下

｢担当課｣という。）に監督員を置く。 

２ 監督員は，総括監督員及び委託監督員とする。 

３ 総括監督員は，担当課に所属する管理職員等の範囲を定める規則（平成２１年人事委

員会規則第７号）第２条の管理職員等（以下「管理職員等」という。），係長又は係長

相当職の者のうちから担当課の長が指定する。 

４ 前項の規定にかかわらず，担当課の長が，病気，事故その他のやむを得ない事情によ

り，総括監督員を指定することができないときは，当該担当課の長の直近上司（当該担

当課が支所産業建設課である場合にあっては，支所長）が管理職員等，係長又は係長相

当職の者のうちから総括監督員を指定する。 



５ 委託監督員は，担当課に所属する職員（総括監督員として指定された者を除く。）の

うちから，契約ごとに総括監督員が指定する。 

（各監督員の所掌する職務） 

第３条  総括監督員及び委託監督員のそれぞれの所掌する職務については，次に掲げると

おりとする。 

(1) 総括監督員は，監督事務を掌理し，委託監督員を指揮監督する。 

(2) 委託監督員は，総括監督員の命を受け，監督事務に従事する。 

（監督事務の処理における基本的姿勢） 

第４条  監督員は，契約規則及びこの訓令並びに契約書に定める委託業務の監督に関する

事務を処理するに当たっては，常に相互の連絡調整を図り，その処理に矛盾を生ずるこ

とのないよう留意しなければならない。 

２ 委託監督員は，指示，承諾その他の受注者に対する監督事務の処理に当たり，契約変

更の必要性が生ずるものと認めるときは，総括監督員にあらかじめその旨を報告し，そ

の指示を受けなければならない。この場合においては，総括監督員は，その適正性を判

断するとともに，契約変更の内容が委託料額の３０パーセントを超える増額を伴うと認

めたときは，あらかじめ，当該変更契約に係る決裁権者（岡山市事務決裁規程（平成４

年市訓令甲第４号）に基づき決裁権を有する者（代決権者を除く。）をいう。以下同

じ。）と意見の調整を行わなければならない。 

３ 監督員は，監督事務の処理に当たっては、常に公正かつ厳正な態度で臨むとともに，

受注者及び下請負人の業務を不当に妨げることがないように留意しなければならない。 

（委託業務の把握） 

第５条 監督員は，契約が締結されたときは，契約書及び設計図書（委託数量総括表，図

面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）の内容

並びにこれらに定めるところにより受注者から提出される作業計画書の内容を把握しな

ければならない。 

２ 監督員は，委託業務の進捗状況を常時把握するとともに，受注者が関係行政機関等に

提出すべき届出等の有無及びその内容を把握しなければならない。 

（委託業務の促進のための措置） 



第６条 監督員は，委託業務について，必要に応じ，関係行政機関等との協議・調整その

他委託業務の進行を円滑に促進するために必要な措置を講じなければならない。 

（不適当な委託業務関係者に関する措置請求及び報告等） 

第７条 委託監督員は，受注者の委託業務に従事している者でその職務の執行につき著し

く不適当であると認められるものがあるときは，その旨並びに必要と認める措置及びそ

の理由を総括監督員に報告しなければならない。 

２ 総括監督員は，前項の規定による報告を受けた場合において，同項の措置を適当と認

めるとき，又は他の措置をとることが必要と認めるときは，当該措置及びその理由を直

近の上司に報告しなければならない。 

（工程途中の段階における確認） 

第８条 委託監督員は，契約書及び設計図書に定めるところにより，又は必要に応じ，工

程の途中の重要な段階において，委託業務を調査し，必要な事項の確認を行わなければ

ならない。 

（修補の請求） 

第９条 監督員は，委託業務の履行部分に設計図書に適合していない部分があると認める

ときは，契約書及び設計図書に定めるところにより，受注者に対し，当該履行部分の修

補を請求しなければならない。 

（業務条件の変更等に係る事項の調査及び報告等） 

第１０条 委託監督員は，次の各号のいずれかに該当する事実につき疑義があるとき，又

は当該事実につき受注者から確認を求められたときは，契約書及び設計図書に定めると

ころにより，直ちに受注者の立会を求めてその調査を行い，その結果（委託監督員が設

計図書の訂正又は変更その他の適当な措置をとることを必要と認めるときは，その措置

の内容を含む。）を総括監督員に報告しなければならない。 

 (1) 委託数量総括表，図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一

致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

 (2) 設計図書に誤 謬
びゅう

又は脱漏があること。 

 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

 (4) 設計図書で明示されていない業務条件について予期することのできない特別な状態



が生じたこと。 

（委託業務の一時中止事由の報告等） 

第１１条 委託監督員は，契約書及び設計図書に定める委託業務の一時中止に係る事由が

生じたと認めるとき，又は当該事由の発生につき受注者から通知を受けたときは，直ち

にその旨を総括監督員に報告しなければならない。 

 （履行期間延期事由の報告等） 

第１２条 委託監督員は，契約書及び設計図書に定める履行期間の延長に係る事由が生じ

たと認めるとき，又は当該事由の発生につき受注者から通知を受けたときは，契約書及

び設計図書に定めるところにより，履行期間の延長について受注者と事前協議し，その

結果を総括監督員に報告しなければならない。 

 （臨機の措置） 

第１３条 委託監督員は，災害防止のための措置について受注者から意見を求められた場

合においては，その内容が軽易なものであるときにあっては契約書及び設計図書に定め

るところにより遅滞なく指示を与え，その内容が重要なものであるときにあっては総括

監督員に報告しなければならない。この場合において，総括監督員は，契約書及び設計

図書に定めるところにより，遅滞なく受注者に対し，適切な指示を与えなければならな

い。 

２ 委託監督員は，災害防止のため必要があると認めるときその他契約の履行上急迫の事

情があると認めるときは，その旨及びとるべき措置の内容を総括監督員に報告しなけれ

ばならない。 

（解除事由の報告等） 

第１４条 委託監督員は，契約書及び設計図書に定める契約の解除に係る事由が生じたと

認めるとき又は当該事由の発生につき受注者から解除の通知を受けたときは，直ちにそ

の旨を総括監督員に報告しなければならない。 

（検査に適する状態の報告及び検査の立会い） 

第１５条 委託監督員は，受注者から契約書及び設計図書に定める委託業務の完了通知を

受けた場合は，設計図書に基づき委託業務を調査し，契約書及び設計図書に定める検査

に適する状態にあると認めるときは，その旨を総括監督員に報告しなければならない。 



２ 監督員は，検査員から検査の立会いを求められた場合は，特別な事由がある場合を除

き，立ち会わなければならない。 

（契約書及び設計図書に基づく監督事務） 

第１６条 監督員は，第２条から前条までに定めるもののほか，契約規則並びに契約書及

び設計図書の定めるところにより，契約の適正な履行を確保するために必要な指示，協

議その他の監督事務を行わなければならない。ただし，総括監督員は，これらの監督事

務のうち特に重要なものについては，自ら行わなければならない。 

（書類等の整備等） 

第１７条 監督員は，その監督業務に係る委託業務ごとに，設計図書，工程表，作業計画

書その他の監督事務に必要な書類及び帳簿を整備し，及び保管しなければならない。 

 （雑則） 

第１８条 この訓令に定めるもののほか，委託業務の監督に関し必要な事項は，市長がそ

の都度定める。 

  附 則 

（施工期日） 

１ この訓令は，平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過処置） 

２ 岡山市委託業務監督規程の規定は，この訓令の施行の日以降に締結する委託業務の契

約について適用し，同日前に締結した委託業務の契約については，なお従前の例による。 

附 則（令和５年市訓令甲第８号） 

（施行期間） 

１ この訓令は，令和５年４月１日から施行する。 

（経過処置） 

２ 改正後の第１条の規定は，この訓令の施行の日以後の締結に係る契約から適用し，

同日前の締結に係る契約については，なお従前の例による。 

 

  


